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◯
秋
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労
働
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情
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す
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働
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程

◯
秋
田
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
及
び
秋
田
県
労
働
委

員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
（
三
）
…
…
…
…
…
…
50

秋
田
県
労
働
委
員
会
運
営
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長
　
阿
　
部
　
讓
　
二

秋
田
県
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号

秋
田
県
労
働
委
員
会
運
営
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
十
六
条
第
二

項
及
び
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
六
条
の
三
の
規

定
に
基
づ
き
、
秋
田
県
労
働
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
会
議
の
招
集
に
関
す
る

事
項
そ
の
他
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
総
会
の
招
集
）

第
二
条

労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
会
は
、
毎
月
第
四
火
曜
日
に
招
集
す
る
。
た
だ
し
、

総
会
で
議
決
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

会
長
が
総
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
少
な
く

と
も
五
日
前
ま
で
に
、
付
議
事
項
、
日
時
及
び
場
所
を
委
員
会
の
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い

う
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
時
総
会
の
招
集
の
請
求
の
通
告
期
限
）

第
三
条

知
事
又
は
委
員
が
規
則
第
四
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
少
な
く
と
も
希
望
す
る
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
総
会
の
付
議
事
項
及
び
希
望
期
日
を
会

長
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
長
、
会
長
代
理
等
の
選
挙
）

第
四
条

会
長
及
び
会
長
代
理
の
選
挙
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
選
挙
」
と
い
う
。
）
は
、

委
員
全
員
が
新
た
に
任
命
さ
れ
た
場
合
又
は
会
長
若
し
く
は
会
長
代
理
が
欠
け
た
場
合
に
、
そ
の

後
最
初
に
開
か
れ
る
総
会
で
行
う
。

２

選
挙
は
、
無
記
名
投
票
で
行
い
、
得
票
の
最
多
数
を
得
た
者
を
も
っ
て
当
選
人
と
し
、
得
票
数

が
同
じ
で
あ
る
と
き
に
は
、
年
長
者
を
も
っ
て
当
選
人
と
す
る
。

３

委
員
会
は
、
委
員
中
に
異
議
が
な
い
と
き
は
、
選
挙
に
つ
き
、
指
名
推
選
の
方
法
を
採
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
出
席
者
全
員
の
同
意
が
あ
っ
た
被
指
名
人
を
も
っ
て
当
選

人
と
す
る
。

４

前
二
項
の
規
定
は
、
調
停
委
員
会
、
仲
裁
委
員
会
及
び
小
委
員
会
の
委
員
長
の
選
挙
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
総
会
の
定
足
数
に
充
た
な
い
場
合
の
手
続
）

第
五
条

総
会
は
、
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
足
数
に
充
た
な
い
場
合
に
お
い
て
、
会

長
が
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て

会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
会
の
議
決
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半

数
の
同
意
を
得
て
期
間
を
限
っ
て
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
益
委
員
会
議
の
招
集
）

第
六
条

規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
公
益
委
員
会
議
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
会
の

日
と
同
日
に
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
会
議
に
欠
席
す
る
場
合
の
手
続
）

第
七
条

委
員
は
、
総
会
又
は
公
益
委
員
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
総
会
又
は

公
益
委
員
会
議
の
前
日
ま
で
に
書
面
に
よ
り
会
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
総
会
の
公
開
）

第
八
条

委
員
会
は
、
総
会
の
公
開
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
の
過
半
数
の
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
意
に
つ
き
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
議
事
録
の
作
成
及
び
そ
の
承
認
）

１

ペ
ー
ジ

労

働

委

員

会

規

則
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第
九
条

規
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
事
録
に
は
、
事
務
局
長
が
、
開
会
の
日
時
及
び
場

所
、
出
席
委
員
の
氏
名
、
議
事
の
概
要
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

規
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
総
会
の
議
事
録
の
承
認
は
、
そ
の
総
会
に
出
席
し
た
使

用
者
委
員
、
労
働
者
委
員
及
び
公
益
委
員
の
う
ち
か
ら
会
長
が
指
名
し
た
各
一
名
の
議
事
録
署
名

委
員
の
署
名
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
議
経
過
の
公
表
）

第
十
条

規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
会
議
の
経
過
の
公
表
は
、
会
長
が
、
秋
田
県
公
報
に
掲
載

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
審
査
の
実
施
状
況
の
公
表
）

第
十
一
条

会
長
は
、
毎
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
労
働
組
合
法
第
二
十
七
条
の
十
八
の
規
定
に

よ
り
、
前
年
に
お
け
る
目
標
の
達
成
状
況
そ
の
他
の
審
査
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
秋
田
県
労
働
委
員
会
年
報
へ
の
掲
載
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
五
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長
　
阿
　
部
　
讓
　
二

秋
田
県
労
働
委
員
会
規
則
第
二
号

秋
田
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
秋
田
県
情
報
公
開
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
秋
田
県
労
働
委
員
会
（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。
）
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
行
政
文
書
公
開
請
求
書
）

第
二
条

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
開
請
求
は
、
行
政
文
書
公
開
請
求
書
（
様
式
第
一

号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
文
書
公
開
決
定
通
知
書
等
）

第
三
条

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
行
政
文
書
公
開
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

（
様
式
第
二
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
著
し
く
大
量
な
請
求
に
係
る
行
政
文
書
公
開
決

定
等
期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
行
政
文
書
の
全
部
を
公
開
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
行
政
文
書
公
開
決
定
通
知
書
（
様

式
第
四
号
）

二
　
行
政
文
書
の
一
部
を
公
開
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
行
政
文
書
部
分
公
開
決
定
通
知
書

（
様
式
第
五
号
）

三
　
行
政
文
書
の
全
部
を
公
開
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
行
政
文
書
非
公
開
決
定
通
知
書

（
様
式
第
六
号
）

四
　
行
政
文
書
の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
公
開
請
求
を
拒
否
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　

行
政
文
書
公
開
請
求
拒
否
決
定
通
知
書
（
様
式
第
七
号
）

五
　
行
政
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
の
公
開
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
不
存
在
に
よ

る
行
政
文
書
非
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
八
号
）

（
行
政
文
書
公
開
請
求
事
案
移
送
通
知
書
）

第
四
条

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
行
政
文
書
公
開
請
求
事
案
移
送
通
知
書

（
様
式
第
九
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
文
書
の
公
開
に
係
る
意
見
照
会
書
等
）

第
五
条

条
例
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
行
政
文
書
の
公
開
に
係
る

意
見
照
会
書
（
様
式
第
十
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
二
条
第
三
項
（
条
例
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
通
知
は
、
行
政
文
書
公
開
決
定
に
関
す
る
通
知
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
の
公
開
の
方
法
）

第
六
条

条
例
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
の
種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
各

号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
、
録
音
テ
ー
プ
又
は
録
音
デ
ィ
ス
ク
　
専
用
機
器
に
よ

り
再
生
し
た
も
の
の
視
聴

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
　
当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又

は
写
し
の
交
付

（
公
開
の
実
施
等
）

第
七
条

行
政
文
書
の
全
部
又
は
一
部
を
公
開
す
る
旨
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
も
の
は
、
委
員
会

が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
当
該
決
定
に
係
る
行
政
文
書
の
公
開
を
受
け
る
も
の
と

す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
行
政
文
書
（
行
政
文
書
を
複
写
し
た
も
の
並
び
に
前
条
第
二
号
に
規

定
す
る
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
及
び
こ
れ
を
複
写
し
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
、
次

２
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条
及
び
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
閲
覧
し
、
又
は
視
聴
す
る
者
は
、
当
該
行
政
文
書
を
丁
寧

に
取
り
扱
う
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
改
ざ
ん
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
当
該
行
政

文
書
の
閲
覧
又
は
視
聴
を
中
止
さ
せ
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
行
政
文
書
の
写
し
の
作
成
方
法
等
）

第
八
条

行
政
文
書
の
写
し
の
作
成
方
法
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

２

行
政
文
書
の
写
し
の
交
付
の
部
数
は
、
請
求
一
件
に
つ
き
一
部
と
す
る
。

（
費
用
の
納
付
）

第
九
条

条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
費
用
は
、
行
政
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
と
き
に
納
め

る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
公
開
審
査
会
諮
問
通
知
書
）

第
十
条

条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
情
報
公
開
審
査
会
諮
問
通
知
書
（
様
式
第
十
二

号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
文
書
の
検
索
資
料
等
）

第
十
一
条

条
例
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
行
政
文
書
の
検
索
に
必
要
な
資
料
は
、
秋
田
県
労
働
委

員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
そ
の
他
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
場
所
に
備
え
置
く
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
資
料
の
作
成
及
び
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

（
実
施
状
況
の
報
告
）

第
十
二
条

委
員
会
は
、
条
例
の
実
施
状
況
に
関
し
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎

年
、
知
事
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
五
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

３



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

４

行政文書公開請求書

年　　月　　日

秋田県労働委員会会長　　　　様

請求者

秋田県情報公開条例第９条第１項の規定に基づき、次のとおり行政文書の公開を請求します。

注１　該当する番号を〇印で囲み、各欄に必要な事項を記入してください。

２　※印の欄は、請求された行政文書の特定等の参考に利用するためのものですが、記入については、請求される

方の任意です。

３　次の欄は、記入する必要はありません。

請求しようとする行政文書の内容

□行政文書の名称又は知りたいと□
□思う事項を具体的に記入してく□
□ださい。 □

行 政 文 書 の 公 開 の 方 法 の 区 分 １　閲覧　　２　写しの交付　　３　視聴

※ 請 求 の 理 由 又 は 利 用 目 的

様式第１号 行政文書公開請求書（第２条関係）

（Ａ４判）

氏　　　　名

□法人等にあっては、名□
□称及び代表者等の氏名□

住　　　　所

□法人等にあっては、主□
□たる事務所の所在地　□

(郵便番号　　　－　　　　)

電　　話　　番　　号

（ ）

（ ）

（ ）

行　政　文 　 書 　 の 　 名 　 称

事 　 　 務 　 　 担 　 　 当 　 　 課
課　　　　　　班

電話番号

備 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 考



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

５

行政文書公開決定等期間延長通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました行政文書の公開については、秋田県情報公開条例第10条第２項の規定

により、次のとおり公開するかどうかの決定をする期間を延長したので通知します。

行 政 文 書 の 名 称 又 は 内 容

秋田県情報公開条例第10条第１項に

規 定 す る 期 間

延 長 後 の 決 定 期 間

延 長 の 理 由

事 務 担 当 課

備 　 　 　 　 　 　 　 考

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第２号 行政文書公開決定等期間延長通知書（第３条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

６

著しく大量な請求に係る行政文書公開決定等期間延長通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました行政文書の公開については、秋田県情報公開条例第10条第３項の規定

により、次のとおり公開するかどうかの決定をする期間を延長したので通知します。

行 政 文 書 の 名 称 又 は 内 容

秋田県情報公開条例第10条第１項に

規 定 す る 期 間

秋田県情報公開

条例第10条第３

項に規定する

相 当 の 部 分

秋田県情報公開

条例第10条第３

項に規定する

残りの行政文書

秋田県情報公開条例第10条第３項の

規 定 を 適 用 す る 理 由

行 政 文 書 の 名 称

又 は 内 容

決 定 期 限

決 定 期 間

行 政 文 書 の 名 称

又 は 内 容

事 務 担 当 課

備　　　　　　　　　　　　　　考

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第３号 著しく大量な請求に係る行政文書公開決定等期間延長通知書（第３条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

７

行政文書公開決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました行政文書の公開については、秋田県情報公開条例第10条第１項の規定

により次のとおり公開することと決定したので、同条第４項の規定に基づき通知します。

注１　行政文書の公開を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

２　指定日時に御都合が悪い場合は、あらかじめ事務担当課へ御連絡ください。

行 政 文 書 の 名 称

公 開 の 日 時

公 開 の 場 所

事 務 担 当 課

備 　 　 　 　 　 　 　 考

午前
年　　月　　日（ ） 時　　分

午後

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第４号 行政文書公開決定通知書（第３条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

８

行政文書部分公開決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました行政文書の公開については、秋田県情報公開条例第10条第１項の規定

により次のとおり公開することと決定したので、同条第４項の規定に基づき通知します。

注１　行政文書の公開を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

２　指定日時に御都合が悪い場合は、あらかじめ事務担当課へ御連絡ください。

３　※印の欄は、その期日をあらかじめ明示することができる場合に限り記載してあります。公開を希望する場合

は、明示された日以後に改めて請求をしてください。

行 政 文 書 の 名 称

公 開 の 日 時

公 　 　 開 　 　 の 　 　 場 　 　 所

公 開 を し な い こ と と し た 部 分

公 開 し な い 理 由

事 務 担 当 課

午前
年　　月　　日（ ） 時　　分

午後

秋田県情報公開条例第６条第１項第　　号に該当

※ 上 記 の 理 由 が な く な る 期 日 年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす

ることができます。

２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を

代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ

ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１

年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができません。

３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え

は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって

も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し

の訴えを提起することができません。

様式第５号 行政文書部分公開決定通知書（第３条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

９

行政文書非公開決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました行政文書の公開については、秋田県情報公開条例第10条第１項の規定

により次のとおり公開しないことと決定したので、同条第４項の規定に基づき通知します。

注　※印の欄は、その期日をあらかじめ明示することができる場合に限り記載してあります。公開を希望する場合は、

明示された日以後に改めて請求をしてください。

行 政 文 書 の 名 称

公 開 し な い 理 由

※ 上 記 の 理 由 が な く な る 期 日

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす
ることができます。
２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を
代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ
ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１
年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ
ん。
３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え
は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し
て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって
も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し
の訴えを提起することができません。

秋田県情報公開条例第６条第１項第　　号に該当

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第６号 行政文書非公開決定通知書（第３条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

10

行政文書公開請求拒否決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました行政文書の公開については、秋田県情報公開条例第10条第１項の規定

により次のとおり公開請求を拒否することと決定したので、同条第４項の規定に基づき通知します。

行 政 文 書 の 名 称 又 は 内 容

請 求 を 拒 否 す る 理 由

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす

ることができます。

２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を

代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ

ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１

年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ

ん。

３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え

は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって

も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し

の訴えを提起することができません。

秋田県情報公開条例第８条に該当

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第７号 行政文書公開請求拒否決定通知書（第３条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

11

不存在による行政文書非公開決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました行政文書の公開については、秋田県情報公開条例第10条第１項の規定

により次のとおり公開しないことと決定したので、同条第４項の規定に基づき通知します。

行 政 文 書 の 名 称 又 は 内 容

公 開 し な い 理 由

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす

ることができます。

２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を

代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ

ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１

年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ

ん。

３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え

は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって

も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し

の訴えを提起することができません。

公開請求に係る行政文書を保有していないため。

内容説明

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第８号 不存在による行政文書非公開決定通知書（第３条関係）

（Ａ４判）

印





















平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

12

行政文書公開請求事案移送通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました行政文書の公開については、秋田県情報公開条例第11条第１項の規

定に基づき、次のとおり事案を移送したので通知します。

なお、行政文書の公開決定等については、移送を受けた実施機関において行います。

行 政 文 書 の 名 称 又 は 内 容

移 送 を 受 け た 実 施 機 関

移 送 を 受 け た 実 施 機 関 の

事 務 担 当 課 所 等

移 送 を し た 日

移 送 を し た 理 由

請 求 を 受 け た 実 施 機 関 の

事 務 担 当 課

部（所） 課（室） 班（担当）

電話番号

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第９号 行政文書公開請求事案移送通知書（第４条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

13

行政文書の公開に係る意見照会書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

秋田県情報公開条例に基づき、次のとおり　　　　　　　　に関する情報が記録された行政文書について、公開請

求がありました。

ついては、この行政文書を公開することに対して御意見がある場合は、別紙行政文書の公開に係る意見書により、

年　　月　　日までに回答してください。

行 政 文 書 の 名 称 又 は 内 容

に関する情報の内容

公 開 請 求 が あ っ た 日

条例第12条第２項の規定による通知

の場合の第１号又は第２号の適用の

区分及び当該規定を適用する理由

事 務 担 当 課

備 考

年　　月　　日

条例第12条第２項第　　号適用

（理由）

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第10号 行政文書の公開に係る意見照会書（第５条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

14

行政文書の公開に係る意見書

年　　月　　日

秋田県労働委員会会長　　　　様

住　　所

氏　　名

□法人その他の団体にあっては、その名称及び□
□代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地　□

電話番号

年　　月　　日付け　　　　号で照会のあつた件については、次のとおり回答します。

行 政 文 書 の 名 称 又 は 内 容

公開決定に対する反対意見の有無

（いずれかを◯で囲んでください。）

公開決定に対する反対する部分

（いずれかを◯で囲んでください。）

公 開 決 定 に 反 対 す る 理 由

有 無

一　　部 全　　部

（公開に反対する部分を具体的に記入してください。）

（別紙）

（Ａ４判）

（ ）



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

15

行政文書公開決定に関する通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けの　　　　　　　　に関する情報が記録された行政文書の公開請求について、秋田県情報

公開条例第10条第１項の規定により次のとおり行政文書を公開することを決定したので、同条例第12条第３項（同条

例第17条において準用する同条例第12条第３項）の規定に基づき通知します。

行 政 文 書 の 名 称 又 は 内 容

に関する情報の内容

公 開 決 定 を し た 理 由

公 開 を 実 施 す る 日 年　　月　　日

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす
ることができます。
２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を
代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ
ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１
年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ
ん。
３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え
は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し
て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって
も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し
の訴えを提起することができません。

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第11号 行政文書公開決定に関する通知書（第５条関係）

（Ａ４判）

印
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16

情報公開審査会諮問通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けの不服申立てについては、秋田県情報公開条例第15条第１項の規定により秋田県情報公開

審査会に諮問しましたので、同条例第16条の規定に基づき通知します。

行 政 文 書 の 名 称 又 は 内 容

不 服 申 立 て の 内 容

諮 問 年 月 日

事 務 担 当 課

備 考

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第12号 情報公開審査会諮問通知書（第10条関係）

（Ａ４判）

印
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秋
田
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長
　
阿
　
部
　
讓
　
二

秋
田
県
労
働
委
員
会
規
則
第
三
号

秋
田
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
秋
田
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
三
十
八

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
秋
田
県
労
働
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

（
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
）

第
二
条

条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
開
示
請
求
書
）

第
三
条

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
書
の
提
出
は
、
個
人
情
報
開
示
請
求
書

（
様
式
第
二
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
本
人
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
）

第
四
条

条
例
第
十
五
条
第
二
項
（
条
例
第
二
十
一
条
第
五
項
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
二
十
六

条
の
八
第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

委
員
会
が
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す

る
。

一
　
本
人
が
請
求
を
し
、
開
示
を
受
け
、
又
は
申
出
を
す
る
場
合
　
運
転
免
許
証
、
旅
券
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類
と
し
て
委
員
会
が
認
め
る
も
の

二
　
遺
族
又
は
法
定
代
理
人
（
法
人
を
除
く
。
）
が
請
求
を
し
、
開
示
を
受
け
、
又
は
申
出
を
す

る
場
合
　
当
該
遺
族
又
は
法
定
代
理
人
に
係
る
前
号
に
定
め
る
書
類
及
び
戸
籍
謄
本
、
成
年
後

見
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
遺
族
又
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
と

し
て
委
員
会
が
認
め
る
も
の

三
　
法
定
代
理
人
（
法
人
に
限
る
。
）
が
請
求
を
し
、
又
は
申
出
を
す
る
場
合
　
成
年
後
見
に
係

る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
委
員
会
が
認

め
る
も
の

四
　
法
定
代
理
人
（
法
人
に
限
る
。
）
が
開
示
を
受
け
る
場
合
　
当
該
法
人
の
代
表
者
に
係
る
第

一
号
に
定
め
る
書
類
及
び
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

２

委
員
会
は
、
法
定
代
理
人
（
法
人
に
限
る
。
）
の
代
表
者
か
ら
委
員
会
が
別
に
定
め
る
書
類
の

提
出
又
は
提
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
法
人
の
代
表
者
以
外
の
役
員
又
は
従
業
員
に
条
例
第
二

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
法
定
代
理
人
の
資
格
喪
失
の
届
出
）

第
五
条

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
し
た
法
定
代
理
人
は
、
条
例
第
十
九

条
各
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
前
に
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
書
面
で
そ

の
旨
を
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示

を
受
け
る
前
に
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
前
段
の
規
定
は
、
条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
訂
正
請
求
を
し
た
法
定
代
理

人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
前
段
中
「
第
十
九
条
各
項
」
と
あ
る
の

は
、
「
第
二
十
六
条
の
二
各
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
前
段
の
規
定
は
、
条
例
第
二
十
六
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
停
止
請
求
を
し

た
法
定
代
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
前
段
中
「
第
十
九
条
各

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
六
条
の
十
各
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
前
段
の
規
定
は
、
条
例
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
是
正
の
申
出
を
し
た
法
定

代
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
前
段
中
「
第
十
九
条
各
項
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
等
）

第
六
条

条
例
第
十
九
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
（
様

式
第
三
号
）

二
　
個
人
情
報
の
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書

（
様
式
第
四
号
）

三
　
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
個
人
情
報
非
開
示
決
定
通
知
書

（
様
式
第
五
号
）

四
　
個
人
情
報
の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
開
示
請
求
を
拒
否
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　

個
人
情
報
開
示
請
求
拒
否
決
定
通
知
書
（
様
式
第
六
号
）

五
　
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
の
開
示
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
不
存
在
に
よ

る
個
人
情
報
非
開
示
決
定
通
知
書
（
様
式
第
七
号
）

２

条
例
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知

書
（
様
式
第
八
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書

（
様
式
第
九
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書
）

第
七
条

条
例
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
通

知
書
（
様
式
第
十
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
照
会
書
等
）

17
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第
八
条

条
例
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
の
開
示
に
係
る

意
見
照
会
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
の
開
示
決
定
に
関
す
る
通
知
書

（
様
式
第
十
二
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
開
示
の
方
法
）

第
九
条

条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
の
種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

一
　
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
、
録
音
テ
ー
プ
又
は
録
音
デ
ィ
ス
ク
　
専
用
機
器
に
よ

り
再
生
し
た
も
の
の
視
聴

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
　
当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又

は
写
し
の
交
付

（
開
示
の
実
施
等
）

第
十
条

開
示
決
定
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
委
員
会
が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
当

該
開
示
決
定
に
係
る
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
行
政
文
書
（
行
政
文
書
を
複
写
し
た
も
の
並
び
に
前
条
第
二
号
に
規

定
す
る
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
及
び
こ
れ
を
複
写
し
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
閲
覧

し
、
又
は
視
聴
す
る
者
は
、
当
該
行
政
文
書
を
丁
寧
に
取
り
扱
う
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
改
ざ
ん

し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
し
、
当
該
行
政

文
書
の
閲
覧
又
は
視
聴
を
中
止
さ
せ
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
行
政
文
書
の
写
し
の
作
成
方
法
等
）

第
十
一
条

行
政
文
書
の
写
し
の
作
成
の
方
法
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

２

行
政
文
書
の
写
し
の
交
付
の
部
数
は
、
開
示
請
求
一
件
に
つ
き
一
部
と
す
る
。

（
開
示
請
求
等
の
特
例
）

第
十
二
条

委
員
会
は
、
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
個
人
情
報
の
項
目
並
び
に
開
示
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
期
間
及
び
場
所
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
条
第
一
項

第
一
号
に
定
め
る
書
類
又
は
委
員
会
が
別
に
定
め
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
は
、
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文
書
の
閲

覧
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
費
用
の
納
付
）

第
十
三
条

条
例
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
費
用
は
、
行
政
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
と
き
に

納
め
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
）

第
十
四
条

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
は
、
個
人
情
報
訂
正
請
求
書

（
様
式
第
十
三
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書
等
）

第
十
五
条

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
個
人
情
報
の
全
部
に
つ
い
て
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
個
人
情
報
訂
正
決
定
通

知
書
（
様
式
第
十
四
号
）

二
　
個
人
情
報
の
一
部
に
つ
い
て
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
個
人
情
報
部
分
訂
正
決

定
通
知
書
（
様
式
第
十
五
号
）

２

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
非
訂
正
決
定
通
知
書
（
様

式
第
十
六
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
延
長
通

知
書
（
様
式
第
十
七
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

条
例
第
二
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知

書
（
様
式
第
十
八
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書
）

第
十
六
条

条
例
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移

送
通
知
書
（
様
式
第
十
九
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
訂
正
通
知
書
）

第
十
七
条

条
例
第
二
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
訂
正
通
知
書
（
様
式
第
二

十
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
）

第
十
八
条

条
例
第
二
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
は
、
個
人
情
報
利
用
停
止

請
求
書
（
様
式
第
二
十
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
等
）

第
十
九
条

条
例
第
二
十
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
個
人
情
報
の
全
部
に
つ
い
て
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
個
人
情
報
利
用
停

止
決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
十
二
号
）

二
　
個
人
情
報
の
一
部
に
つ
い
て
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
　
個
人
情
報
部
分
利

用
停
止
決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）

２

条
例
第
二
十
六
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
非
利
用
停
止
決
定
通
知
書

（
様
式
第
二
十
四
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

18
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３

条
例
第
二
十
六
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間

延
長
通
知
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

条
例
第
二
十
六
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間
特
例
延

長
通
知
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
取
扱
是
正
申
出
書
）

第
二
十
条

条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
は
、
個
人
情
報
取
扱
是
正
申
出

書
（
様
式
第
二
十
七
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
取
扱
是
正
申
出
に
係
る
処
理
通
知
書
）

第
二
十
一
条

条
例
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
取
扱
是
正
申
出
に
係

る
処
理
通
知
書
（
様
式
第
二
十
八
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
保
護
審
査
会
諮
問
通
知
書
）

第
二
十
二
条

条
例
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
個
人
情
報
保
護
審
査
会
諮
問
通
知
書

（
様
式
第
二
十
九
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
運
用
状
況
の
報
告
）

第
二
十
三
条

委
員
会
は
、
条
例
の
運
用
に
関
し
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎
年
、

そ
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
知
事
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
五
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
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個人情報取扱事務登録簿

事 務 区 分

個人情報の対象者

個
　
人
　
情
　
報
　
の
　
記
　
録
　
項
　
目

基 本 的 事 項
□ 氏名　　　　　　　□ 識別番号　　　□ 本籍・国籍　　□ 住所

□ 年齢・生年月日　　□ 電話番号　　　□ 性別　　　　　□（ ）

心 身 の 状 況

家 庭 状 況 等

財 産 の 状 況

そ の 他

思 想 ・ 信 条 等

社 会 生 活

社会的差別の原

因となるおそれ

のある個人情報

□ 健康状態　　□ 病歴　　　　　□ 障害の程度　　□（ ）

□ 家族状況　　□ 親族関係　　　□ 婚姻歴　　　　□（ ）

□ 資産　　　　□ 収入　　　　　□ 納税状況　　　□ 公的扶助　　□（ ）

□ 意見・要望　□ 相談内容　　　□（ ）

□ 思想・信条　□ 信教　　□（ ）
左の個人情報収集の根拠

□ 法令等（ ）

□ 審査会意見（条例第７条第２項該当）

□ 職業・職歴　□ 学歴・学業　　□ 資格　　　　　□ 賞罰　

□ 成績・評価　□ 所属団体　　　□ 趣味　　　　　□（ ）

□ 人種・民族　□ 犯罪歴　□（ ）

個人情報の収集先

個 人 情 報 の 利 用

又 は 提 供 の 状 況

個人情報の処理形態

指定管理者が扱う

個人情報取扱事務

□　有　　（事務の内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　無

個人情報取扱事務

の 委 託

□　有　　（委託の内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　無

個人情報が記録さ

れている主な行政

文 書 の 名 称

□ 本人　□ 本人以外（条例第７条第３項第　　号該当）

目的外利用・提供

□ 文書・図画・写真　 □ 電磁的記録（媒体･システム名：　　　　　　　　　　　　）

オンライン結合の有無
□ 有（システム名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

□ 無

目 的 外 の 利 用

又 は 提 供 先

□ 同一実施機関内　　　　　　□ 他の実施機関

□ 実施機関以外の県の機関　　□ 国・他の地方公共団体

□ 独立行政法人等・地方独立行政法人

□ 法人その他の団体　　　　　□ 個人　　□（ ）

□ 有（条例第９条第１項第　　号該当） □ 無

□ 同一実施機関内の利用

本人以外

の 区 分

□ 他の実施機関　　□ 実施機関以外の県の機関

□ 国・他の地方公共団体

□ 独立行政法人等・地方独立行政法人

□法人その他の団体　　□ 個人　　□（ ）

登録年月日

□全庁共通　　□地方機関共通　 □固有

年　　　月　　　日

登録簿を作成した
組 織 の 名 称

開始（変更）年月日 年　　　月　　　日

個人情報取扱事務の名称 （ 枚中　　枚）

個人情報取扱事務の目的

（根拠法令等）

個 人 情 報 取 扱 事 務 を
所 管 す る 組 織 の 名 称

個人情報の対象者の区分

様式第１号 個人情報取扱事務登録簿（第２条関係）

（Ａ４判）
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個人情報開示請求書

年　　月　　日

秋田県労働委員会会長　　　　様

（郵便番号　　　―　　　　　）

請求者　住　所（居所）

氏　名

□法人にあっては、その名称及び代表者の□
氏名並びに主たる事務所の所在地　　

電話番号

秋田県個人情報保護条例第14条第１項（第２項、第３項）の規定に基づき、次のとおり個人情報の開示を請求し

ます。

（遺族・法定代理人記載欄） 遺族又は法定代理人が請求する場合は、この欄にも記入してください。

注１　□のある欄には、該当する項目の□にレ印を付してください。

２　法定代理人が請求する場合において当該法定代理人が法人であるときは、法人代表者印を押印の上、その印鑑

証明書を添付してください。

３　請求の際には、本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証、旅券等）を係員に提出し、又は提

示してください。

４　遺族又は法定代理人が請求する場合には、遺族又は法定代理人に係る注３の書類のほか、遺族又は法定代理人

であることを証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。

５　本人が死者である場合は、「本人の住所（居所）及び氏名等」欄には、死亡時のものを記入してください。

この場合において、電話番号の記入は、不要です。

（職員記載欄） この欄には、記入しないでください。

様式第２号 個人情報開示請求書（第３条関係）

（Ａ４判）

（ ）

開 示 請 求 に 係 る

個 人 情 報 の 内 容

開 示 方 法 の 区 分

（開示請求に係る個人情報が特定できるよう行政文書の名称又は知りたい個人情報の内

容を具体的に記入してください。）

□　閲覧　　　　　□　写しの交付　　　　□　視聴

本 人 の 区 分

本人の住所（居所）

及 び 氏 名 等

□　死者　　　　　□　未成年者　　　　　□　成年被後見人

氏 　 名

住 　 所

（居所）

（生年月日　　　年　　月　　日）

（郵便番号　　　―　　　　）

電話番号

請 求 者 本 人 の 確 認

請 求 資 格 の 確 認

事 務 担 当 課

備　　　　　　　考

□　運転免許証　　　　□　旅券　　　　□　健康保険証

□　その他（ ）

□　戸籍謄本　　　　　□　その他（ ）

課　　　　　　　　班　　　　　電話番号
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個人情報開示決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の開示については、秋田県個人情報保護条例第19条第１項の

規定により、次のとおり開示することと決定したので通知します。

注１　指定日時に御都合が悪い場合は、あらかじめ事務担当課へ御連絡ください。

２　開示を受ける際には、この通知書及び本人であることを証明することができる書類（運転免許証、旅券等）を

係員に提出し、又は提示してください。

３　遺族又は法定代理人が請求し、開示を受ける場合には、遺族又は法定代理人に係る注２の書類のほか、遺族又

は法定代理人であることを証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。

４　この通知があった日から90日を経過した日以後は、開示を受けることができません。

開示請求に係る個人情報の内容

開 示 の 日 時

開 示 の 場 所

事 務 担 当 課

備 　 　 　 　 　 　 　 考

午前
年　　月　　日（ ） 時　　分

午後

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第３号 個人情報開示決定通知書（第６条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

23

個人情報部分開示決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の開示については、秋田県個人情報保護条例第19条第２項の

規定により、次のとおり個人情報の一部を開示することと決定したので通知します。

注１　指定日時に御都合が悪い場合は、あらかじめ事務担当課へ御連絡ください。

２　開示を受ける際には、この通知書及び本人であることを証明することができる書類（運転免許証、旅券等）を

係員に提出し、又は提示してください。

３　遺族又は法定代理人が請求し、開示を受ける場合には、遺族又は法定代理人に係る注２の書類のほか、遺族又

は法定代理人であることを証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。

４　※印の欄は、その期日をあらかじめ明示することができる場合に限り記載してあります。開示を希望する場合

は、明示された日以後に改めて請求をしてください。

５　この通知があった日から90日を経過した日以後は、開示を受けることができません。

開示請求に係る個人情報の内容

開 示 の 日 時

開 　 　 示 　 　 の 　 　 場 　 　 所

開 示 し な い こ と と し た 部 分

開 示 し な い 理 由

事 務 担 当 課

午前
年　　月　　日（ ） 時　　分

午後

秋田県個人情報保護条例第16条第　　号に該当

※ 上 記 の 理 由 が な く な る 期 日 年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす
ることができます。
２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を
代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ
ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１
年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができません。
３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え
は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し
て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であっても、
決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴
えを提起することができません。

様式第４号 個人情報部分開示決定通知書（第６条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報非開示決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の開示については、秋田県個人情報保護条例第19条第３項の

規定により、次のとおり開示しないことと決定したので通知します。

注　※印の欄は、その期日をあらかじめ明示することができる場合に限り記載してあります。開示を希望する場合は、

明示された日以後に改めて請求をしてください。

開示請求に係る個人情報の内容

開 示 し な い 理 由

※ 上 記 の 理 由 が な く な る 期 日

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす
ることができます。
２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を
代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ
ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１
年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ
ん。
３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え
は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し
て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって
も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し
の訴えを提起することができません。

秋田県個人情報保護条例第16条第　　号に該当

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第５号 個人情報非開示決定通知書（第６条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報開示請求拒否決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の開示については、秋田県個人情報保護条例第19条第３項の

規定により、次のとおり開示請求を拒否することと決定したので通知します。

開示請求に係る個人情報の内容

請 求 を 拒 否 す る 理 由

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす

ることができます。

２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を

代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ

ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１

年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ

ん。

３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え

は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって

も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し

の訴えを提起することができません。

秋田県個人情報保護条例第18条に該当

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第６号 個人情報開示請求拒否決定通知書（第６条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

26

不存在による個人情報非開示決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の開示については、秋田県個人情報保護条例第19条第３項の

規定により、次のとおり開示しないことと決定したので通知します。

開示請求に係る個人情報の内容

開 示 し な い 理 由

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす

ることができます。

２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を

代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ

ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１

年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ

ん。

３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え

は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって

も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し

の訴えを提起することができません。

開示請求に係る個人情報を保有していないため。

□内容説明：

□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

□ □

□ □

□ □

□ □

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第７号 不存在による個人情報非開示決定通知書（第６条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報開示決定等期間延長通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の開示については、秋田県個人情報保護条例第19条の２第２

項の規定により、次のとおり開示決定等の期間を延長したので通知します。

開示請求に係る個人情報の内容

秋田県個人情報保護条例第19条の２

第 １ 項 に 規 定 す る 期 間

延 長 後 の 決 定 期 間

延 長 の 理 由

事 務 担 当 課

備 　 　 　 　 　 　 　 考

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第８号 個人情報開示決定等期間延長通知書（第６条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報開示決定等期間特例延長通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の開示については、秋田県個人情報保護条例第19条の３の規

定により、次のとおり開示決定等の期間を延長したので通知します。

開示請求に係る個人情報の内容

秋田県個人情報保護条例第19条の２

第 １ 項 に 規 定 す る 期 間

個 人 情 報 の う ち の 相 当

の 部 分 に つ い て 開 示 決 定 等

を す る 期 間 及 び そ の 内 容

残 り の 個 人 情 報 に つ い て

開 示 決 定 等 を す る 期 限

秋田県個人情報保護条例第19条の３

の 規 定 を 適 用 す る 理 由

開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日

から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより

事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある。

□内容説明： □

事 務 担 当 課

備 　 　 　 　 　 　 　 考

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日

（内容）

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第９号 個人情報開示決定等期間特例延長通知書（第６条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報開示請求事案移送通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の開示については、秋田県個人情報保護条例第19条の４第

１項の規定に基づき、次のとおり事案を移送したので通知します。

なお、個人情報の開示決定等については、移送を受けた実施機関において行います。

開示請求に係る個人情報の内容

移 送 を 受 け た 実 施 機 関

移 送 を 受 け た 実 施 機 関 の

事 務 担 当 課 所 等

移 送 を し た 日

移 送 を し た 理 由

移送をした実施機関の事務担当課

部（所） 課（室） 班（担当）

電話番号

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第10号 個人情報開示請求事案移送通知書（第７条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報の開示に係る意見照会書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

秋田県個人情報保護条例に基づき、次のとおりあなた（貴団体）に関する情報が含まれた個人情報について、開示

請求がありました。

ついては、本件開示請求に係る個人情報の開示決定等に対して御意見がある場合は、別紙個人情報の開示に係る意

見書により、 年　　月　　日までに回答してください。

開示請求に係る個人情報が記録

された行政文書の名称又は内容

開 示 請 求 に 係 る 個 人 情 報

に含まれるあなた（貴団体）に

関 す る 情 報 の 内 容

事 務 担 当 課

備 考

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第11号 個人情報の開示に係る意見照会書（第８条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報の開示に係る意見書

年　　月　　日

秋田県労働委員会会長　　　　様

住　　所（居所）

氏　　名

□法人その他の団体にあっては、その名称及び□
□代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地　□

電話番号

年　　月　　日付け　　　　号で照会のあった件については、次のとおり回答します。

開示請求に係る個人情報が記録

された行政文書の名称又は内容

開示決定に対する反対意見の有無

（いずれかを◯で囲んでください。）

開 示 請 求 に 係 る 個 人 情 報 に

含まれる私（当団体）に関する

情報のうち開示に反対する部分

（いずれかを◯で囲んでください。）

開 示 決 定 に 反 対 す る 理 由

有 無

一　　部 全　　部

（開示に反対する部分を具体的に記入してください。）

（別紙）

（Ａ４判）

（ ）
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個人情報の開示決定に関する通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けのあなた（貴団体）に関する情報が含まれた個人情報の開示請求について、秋田県個人情

報保護条例第19条第１項（第２項）の規定により次のとおり個人情報を開示することを決定したので、同条例第20条

第３項の規定に基づき通知します。

開 示 請 求 に 係 る 個 人 情 報 が

記 録 さ れ た 行 政 文 書 の 名 称

行 政 文 書 に 記 録 さ れ た あ な た

（貴団体）に関する情報の内容

開 示 決 定 を し た 理 由

開 示 を 実 施 す る 日 年　　月　　日

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす
ることができます。
２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を
代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ
ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１
年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ
ん。
３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え
は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し
て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって
も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し
の訴えを提起することができません。

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第12号 個人情報の開示決定に関する通知書（第８条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報訂正請求書

年　　月　　日

秋田県労働委員会会長　　　　様

（郵便番号　　　―　　　　　）

請求者　住　所（居所）

氏　名

□法人にあっては、その名称及び代表者の□
氏名並びに主たる事務所の所在地　　

電話番号

秋田県個人情報保護条例第24条第１項（第２項、第３項）の規定に基づき、次のとおり個人情報の訂正を請求し

ます。

（遺族・法定代理人記載欄） 遺族又は法定代理人が請求する場合は、この欄にも記入してください。

注１　□のある欄には、該当する項目の□にレ印を付してください。

２　法定代理人が請求する場合において当該法定代理人が法人であるときは、法人代表者印を押印の上、その印鑑

証明書を添付してください。

３　請求の際には、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を係員に提出し、又は提示してくだ

さい。

４　請求の際には、本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証、旅券等）を係員に提出し、又は提

示してください。

５　遺族又は法定代理人が請求する場合には、遺族又は法定代理人に係る注４の書類のほか、遺族又は法定代理人

であることを証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。

６　本人が死者である場合は、「本人の住所（居所）及び氏名等」欄には、死亡時のものを記入してください。

この場合において、電話番号の記入は、不要です。

（職員記載欄） この欄には、記入しないでください。

様式第13号 個人情報訂正請求書（第14条関係）

（Ａ４判）

（ ）

訂 正 請 求 に 係 る

個 人 情 報 の 内 容

訂 正 請 求 の

内 容 及 び 理 由

（開示を受けた日） 年　　月　　日

（訂正請求に係る個人情報が特定できるよう具体的に記入してください。）

（訂正請求の内容を具体的に記入してください。）

（訂正請求の理由）

本 人 の 区 分

本人の住所（居所）

及 び 氏 名 等

□　死者　　　　　□　未成年者　　　　　□　成年被後見人

氏 　 名

住 　 所

（居所）

（郵便番号　　　―　　　　）

電話番号

請 求 者 本 人 の 確 認

請 求 資 格 の 確 認

事 務 担 当 課

備　　　　　　　考

□　運転免許証　　　　□　旅券　　　　□　健康保険証

□　その他（ ）

□　戸籍謄本　　　　　□　その他（ ）

課　　　　　　　　班　　　　　電話番号
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個人情報訂正決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の訂正については、秋田県個人情報保護条例第26条の２第１

項の規定により、次のとおり個人情報の訂正をすることと決定したので通知します。

訂正請求に係る個人情報の内容

訂 正 の 内 容

訂 正 年 月 日

訂 正 の 理 由

事 務 担 当 課

備 考

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第14号 個人情報訂正決定通知書（第15条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報部分訂正決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の訂正については、秋田県個人情報保護条例第26条の２第１

項の規定により、次のとおり個人情報の一部について訂正をすることと決定したので通知します。

訂正請求に係る個人情報の内容

訂 正 の 内 容

訂 正 年 月 日

部 分 訂 正 と す る 理 由

年　　月　　日

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす
ることができます。
２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を
代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ
ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１
年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ
ん。
３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え
は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し
て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって
も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し
の訴えを提起することができません。

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第15号 個人情報部分訂正決定通知書（第15条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報非訂正決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の訂正については、秋田県個人情報保護条例第26条の２第２

項の規定により、次のとおり個人情報の訂正をしないことと決定したので通知します。

訂正請求に係る個人情報の内容

訂 正 を し な い 理 由

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす

ることができます。

２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を

代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ

ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１

年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ

ん。

３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え

は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって

も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し

の訴えを提起することができません。

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第16号 個人情報非訂正決定通知書（第15条関係）

（Ａ４判）

印



平成17年 5月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

37

個人情報訂正決定等期間延長通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の訂正については、秋田県個人情報保護条例第26条の３第２

項の規定により、次のとおり訂正決定等の期間を延長したので通知します。

訂正請求に係る個人情報の内容

秋田県個人情報保護条例第26条の３

第 １ 項 に 規 定 す る 期 間

延 長 後 の 決 定 期 間

延 長 の 理 由

事 務 担 当 課

備 　 　 　 　 　 　 　 考

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第17号 個人情報訂正決定等期間延長通知書（第15条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報訂正決定等期間特例延長通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の訂正については、秋田県個人情報保護条例第26条の４の規

定により、次のとおり訂正決定等の期間を延長したので通知します。

訂正請求に係る個人情報の内容

秋田県個人情報保護条例第26条の３

第 １ 項 に 規 定 す る 期 間

延長後の訂正決定等をする期限

秋田県個人情報保護条例第26条の４

の 規 定 を 適 用 す る 理 由

事 務 担 当 課

備 　 　 　 　 　 　 　 考

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第18号 個人情報訂正決定等期間特例延長通知書（第15条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報訂正請求事案移送通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の訂正については、秋田県個人情報保護条例第26条の５第

１項の規定に基づき、次のとおり事案を移送したので通知します。

なお、個人情報の訂正決定等については、移送を受けた実施機関において行います。

訂正請求に係る個人情報の内容

移 送 を 受 け た 実 施 機 関

移 送 を 受 け た 実 施 機 関 の

事 務 担 当 課 所 等

移 送 を し た 日

移 送 を し た 理 由

移送をした実施機関の事務担当課

部（所） 課（室） 班（担当）

電話番号

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第19号 個人情報訂正請求事案移送通知書（第16条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報訂正通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで提供した個人情報について、次のとおり訂正をしたので、秋田県個人情報保護条例第26

条の６の規定により通知します。

提 供 し た 個 人 情 報 の 内 容

訂 正 の 内 容

訂 正 年 月 日

事 務 担 当 課

備 考

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第20号 個人情報訂正通知書（第17条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報利用停止請求書

年　　月　　日

秋田県労働委員会会長　　　　様

（郵便番号　　　―　　　　　）

請求者　住　所（居所）

氏　名

□法人にあっては、その名称及び代表者の□
氏名並びに主たる事務所の所在地　　

電話番号

秋田県個人情報保護条例第26条の７第１項（第２項、第３項）の規定に基づき、次のとおり個人情報の利用停止

を請求します。

（遺族・法定代理人記載欄） 遺族又は法定代理人が請求する場合は、この欄にも記入してください。

注１　□のある欄には、該当する項目の□にレ印を付してください。

２　法定代理人が請求する場合において当該法定代理人が法人であるときは、法人代表者印を押印の上、その印鑑

証明書を添付してください。

３　請求の際には、本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証、旅券等）を係員に提出し、又は提

示してください。

４　遺族又は法定代理人が請求する場合には、遺族又は法定代理人に係る注３の書類のほか、遺族又は法定代理人

であることを証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。

５　本人が死者である場合は、「本人の住所（居所）及び氏名等」欄には、死亡時のものを記入してください。

この場合において、電話番号の記入は、不要です。

（職員記載欄） この欄には、記入しないでください。

様式第21号 個人情報利用停止請求書（第18条関係）

（Ａ４判）

（ ）

利用停止請求に係る

個 人 情 報 の 内 容

利 用 停 止 請 求 の

内 容 及 び 理 由

（開示を受けた日） 年　　月　　日

（利用停止請求に係る個人情報が特定できるよう具体的に記入してください。）

□　利用の停止　　　　□　消去　　　　□　提供の停止

（利用停止請求の内容を具体的に記入してください。）

（利用停止請求の理由）

本 人 の 区 分

本人の住所（居所）

及 び 氏 名 等

□　死者　　　　　□　未成年者　　　　　□　成年被後見人

氏 　 名

住 　 所

（居所）

（郵便番号　　　―　　　　）

電話番号

請 求 者 本 人 の 確 認

請 求 資 格 の 確 認

事 務 担 当 課

備　　　　　　　考

□　運転免許証　　　　□　旅券　　　　□　健康保険証

□　その他（ ）

□　戸籍謄本　　　　　□　その他（ ）

課　　　　　　　　班　　　　　電話番号
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個人情報利用停止決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の利用停止については、秋田県個人情報保護条例第26条の10

第１項の規定により、次のとおり個人情報の利用停止をすることと決定したので通知します。

利用停止請求に係る個人情報の内容

利 用 停 止 の 内 容

利 用 停 止 年 月 日

利 用 停 止 の 理 由

事 務 担 当 課

備 考

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第22号 個人情報利用停止決定通知書（第19条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報部分利用停止決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の利用停止については、秋田県個人情報保護条例第26条の10

第１項の規定により、次のとおり個人情報の一部について利用停止をすることと決定したので通知します。

利用停止請求に係る個人情報の内容

利 用 停 止 の 内 容

利 用 停 止 年 月 日

部 分 利 用 停 止 と す る 理 由

年　　月　　日

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす
ることができます。
２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を
代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ
ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１
年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ
ん。
３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え
は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し
て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって
も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し
の訴えを提起することができません。

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第23号 個人情報部分利用停止決定通知書（第19条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報非利用停止決定通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の利用停止については、秋田県個人情報保護条例第26条の10

第２項の規定により、次のとおり個人情報の利用停止をしないことと決定したので通知します。

利用停止請求に係る個人情報の内容

利 用 停 止 を し な い 理 由

事 務 担 当 課

こ の 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 の

救 済 方 法

１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して60日以内に、秋田県労働委員会に対して異議申立てをす

ることができます。

２　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に、秋田県を被告として（訴訟において秋田県を

代表する者は、秋田県労働委員会となります。）、提起することができ

ます。ただし、その期間内であっても、処分の日の翌日から起算して１

年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができませ

ん。

３　この処分について１の異議申立てをした場合の処分の取消しの訴え

は、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６月以内に提起することができます。ただし、その期間内であって

も、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消し

の訴えを提起することができません。

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第24号 個人情報非利用停止決定通知書（第19条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報利用停止決定等期間延長通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の利用停止については、秋田県個人情報保護条例第26条の11

第２項の規定により、次のとおり利用停止決定等の期間を延長したので通知します。

利用停止請求に係る個人情報の内容

秋田県個人情報保護条例第26条の11

第 １ 項 に 規 定 す る 期 間

延 長 後 の 決 定 期 間

延 長 の 理 由

事 務 担 当 課

備 　 　 　 　 　 　 　 考

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第25号 個人情報利用停止決定等期間延長通知書（第19条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで請求のありました個人情報の利用停止については、秋田県個人情報保護条例第26条の12

の規定により、次のとおり利用停止決定等の期間を延長したので通知します。

利用停止請求に係る個人情報の内容

秋田県個人情報保護条例第26条の11

第 １ 項 に 規 定 す る 期 間

延長後の利用停止決定等をする期限

秋田県個人情報保護条例第26条の12

の 規 定 を 適 用 す る 理 由

事 務 担 当 課

備 　 　 　 　 　 　 　 考

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第26号 個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書（第19条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報取扱是正申出書

年　　月　　日

秋田県労働委員会会長　　　　様

（郵便番号　　　―　　　　　）

申出者　住　所（居所）

氏　名

□法人にあっては、その名称及び代表者の□
氏名並びに主たる事務所の所在地　　

電話番号

秋田県個人情報保護条例第27条第１項（第２項、第３項）の規定に基づき、次のとおり個人情報の取扱いの是正

を申し出ます。

（遺族・法定代理人記載欄） 遺族又は法定代理人が申し出る場合は、この欄にも記入してください。

注１　□のある欄には、該当する項目の□にレ印を付してください。

２　法定代理人が申し出る場合において当該法定代理人が法人であるときは、法人代表者印を押印の上、その印鑑

証明書を添付してください。

３　申出の際には、本人であることを証明するために必要な書類（運転免許証、旅券等）を係員に提出し、又は提

示してください。

４　遺族又は法定代理人が申し出る場合には、遺族又は法定代理人に係る注３の書類のほか、遺族又は法定代理人

であることを証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。

５　本人が死者である場合は、「本人の住所（居所）及び氏名等」欄には、死亡時のものを記入してください。

この場合において、電話番号の記入は、不要です。

（職員記載欄） この欄には、記入しないでください。

様式第27号 個人情報取扱是正申出書（第20条関係）

（Ａ４判）

（ ）

是 正 の 申 出 に 係 る

個 人 情 報 の 内 容

違反していると思料す

る個人情報の取扱い

及び是正の申出の内容

（是正の申出に係る個人情報が特定できるよう具体的に記入してください。）

（違反していると思料する個人情報の取扱い、是正を求める箇所及び是正の内容を具体

的に記入してください。）

本 人 の 区 分

本人の住所（居所）

及 び 氏 名 等

□　死者　　　　　□　未成年者　　　　　□　成年被後見人

氏 　 名

住 　 所

（居所）

（郵便番号　　　―　　　　）

電話番号

申 出 者 本 人 の 確 認

申 出 資 格 の 確 認

事 務 担 当 課

備　　　　　　　考

□　運転免許証　　　　□　旅券　　　　□　健康保険証

□　その他（ ）

□　戸籍謄本　　　　　□　その他（ ）

課　　　　　　　　班　　　　　電話番号
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個人情報取扱是正申出に係る処理通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けで申出のありました個人情報の取扱いの是正については、秋田県個人情報保護条例第29条

第１項の規定により、次のとおり処理を行ったので通知します。

是正の申出に係る個人情報の内容

是 正 の 申 出 の 内 容

処 理 の 内 容

事 務 担 当 課

備 考

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第28号 個人情報取扱是正申出に係る処理通知書（第21条関係）

（Ａ４判）

印
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個人情報保護審査会諮問通知書

記号及び番号

年　　月　　日

様

秋田県労働委員会会長　　　　　　　　□

年　　月　　日付けの不服申立てについては、秋田県個人情報保護条例第30条第１項の規定により秋田県個人

情報保護審査会に諮問しましたので、同条例第31条の規定に基づき通知します。

不 服 申 立 て に 係 る 個 人 情 報 の

記 録 さ れ た 行 政 文 書 の 名 称

及 び 個 人 情 報 の 内 容

不 服 申 立 て の 内 容

諮 問 年 月 日

事 務 担 当 課

備 考

年　　月　　日

課　　　　　　　　　班

電話番号

様式第29号 個人情報保護審査会諮問通知書（第22条関係）

（Ａ４判）

印
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秋
田
県
労
働
委
員
会
規
程
第
三
号

秋
田
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
及
び
秋
田
県
労
働
委
員
会

が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
五
月
六
日

秋
田
県
労
働
委
員
会
会
長
　
阿
　
部
　
讓
　
二

秋
田
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
及
び
秋
田
県
労
働
委

員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

次
に
掲
げ
る
規
程
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
秋
田
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
秋

田
県
地
方
労
働
委
員
会
規
程
第
一
号
）

二
　
秋
田
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
秋
田
県

地
方
労
働
委
員
会
規
程
第
一
号
）

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
五
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
十
号
）
掲
載
秋
田
県
収
用
委
員
会
告
示
第
五
号
（
秋
田
県

収
用
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

（
印
刷
誤
り
）

二
一
　
　
上
　
　
　
六

〃

〃
　
　
後
ろ
か

ら
一

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
十
二
号
）
掲
載
秋
田
県
労
働
委
員
会
規
程
第
二
号
（
秋
田

県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
）

（
原
稿
誤
り
）

三
　
　
　
上
　
　
一
三
〜

一
四

（
印
刷
誤
り
）

四
　
　
　
下
　
　
後
ろ
か

ら
六
及

び
四

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
十
二
号
）
掲
載
秋
田
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号
（
秋
田
県

監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
）

（
印
刷
誤
り
）

二
二
　
　
下
　
　
後
ろ
か

ら
六
及

び
四

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
十
二
号
）
公
布
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
号
（
秋

田
県
公
営
企
業
管
理
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
）

（
印
刷
誤
り
）

四
〇
　
　
下
　
　
後
ろ
か

ら
六

後
ろ
か

ら
四

50

労

働

委

員

会

規

程

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％

正
　
　
　
　
　
　
誤

□
　
成
年
被
後
見
人

□
　
成
年
被
後
見
人

い
。
）
」
に
、

い
。
）

に
、

い
。
）
」

い
。
）

第
十
八
条
中「
請
求
の
件
数
、

開
示
に
関
す
る
決
定
及
び
訂

正
」
を
「
開
示
、
訂
正
及
び
利

用
停
止
の
請
求
の
件
数
並
び
に

こ
れ
ら
」
に
改
め
る
。

（
当
該
改
正
規
定
を
削
る
。
）

基
づ

」
を
削
り
、

基
づ
き

基
づ
き
」
を
削
り
、

基
づ
き

基
づ

」
を
削
り
、

基
づ
き

基
づ

」
を
削
り
、

基
づ
き

基
づ
き
」
を
削
り
、

基
づ
き

基
づ
き

基
づ
き
」
を
削
り
、
同
様
式
を
様

式
第
五
号
と
す
る
。

」
を
削
り
、

基
づ
き

基
づ
き


